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国土調査法第19条第5項の規定で、国土調査以外の事業によって作成された地図
などが、国土調査の成果と同等以上の精度、または正確さがあると認められたと
きに、国が指定する制度。

　復興事業実施地区について
　東日本大震災で被災した21地区では、防災集団移転促進事業、土地区画整理事業などの復興事業で測量
調査が行われます。

〔補足〕
区域図の※（橋野町・大字平田・
唐丹町）は、平成22年の現行
10カ年計画作成当時の予定。
これら未調査地区については、
本年度中に実施予定年度の見
直しを行い、年度末までに公表
します。

地籍調査の進捗状況の比較
進捗率

釡石市 51％
岩手県 91％
全　国 51％

県内の調査実施状況
市町村 主な市町村

継続中 12

釡石市（51％）、大槌町（43％）、
山田町（36％）、宮古市（37％）、
遠野市（86％）、盛岡市（59％）、
奥州市（58％）、一関市（99％）など

完　了 18 大船渡市、陸前高田市、住田町、久慈市、
洋野町、軽米町、二戸市、葛巻町など

進捗率上位ベスト5の都道府県
1　　沖縄県（99％）
2　　佐賀県（98％）
3　　青森県（93％）
4　　岩手県（91％）
5　　宮城県（88％）

※数値はいずれも平成25年度末時点

「19条5項指定」とは…

な
ぜ
地
籍
調
査
が
必
要
な
の
？

　

地
籍
調
査
が
行
わ
れ
る
と
、
境
界

や
面
積
な
ど
、
土
地
の
表
示
に
関
す

る
登
記
の
情
報
が
正
確
な
も
の
に
改

め
ら
れ
ま
す
の
で
、
次
の
よ
う
な
利

点
が
あ
り
ま
す
。

● 

土
地
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
ト
ラ

ブ
ル
を
回
避
で
き
る
。

● 

土
地
に
関
す
る
情
報
（
デ
ー
タ
）

が
あ
れ
ば
、
地
震
や
津
波
な
ど
に

よ
る
被
災
時
に
早
期
復
旧
が
期
待

で
き
る
。

● 
公
共
工
事
に
お
け
る
用
地
取
得
事

務
の
効
率
化
が
図
ら
れ
る
。

● 
間
伐
な
ど
適
切
な
森
林
管
理
が
行

え
る
。

調
査
の
進
捗
状
況

　

当
市
で
は
、
地
籍
調
査
が
必
要
な

面
積
：
約
３
３
５
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
の
う
ち
、
平
成
25
年
度
末
ま
で
に

約
１
７
１
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
が
調

査
済
み
で
、
残
る
約
１
６
４
平
方
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
が
未
調
査
地
域
で
す
。

こ
れ
ま
で
の
調
査
進
捗
率
は
約
51
％

で
あ
り
、
本
年
度
末
で
約
56
％
に
な

る
予
定
で
す
。
県
内
33
市
町
村
の
う

ち
、
当
市
な
ど
12
市
町
村
が
調
査
継

続
中
、
18
市
町
村
は
調
査
完
了
、
3

市
町
は
休
止
と
な
っ
て
い
ま
す
。
な

お
、
県
全
体
で
は
91
％
で
全
国
第
4

位
の
進
捗
率
と
な
っ
て
い
ま
す
。

※
左
表
参
照

本
年
度
の
調
査
地
域

　

平
成
26
年
度
の
地
籍
調
査
（
現
地

調
査
）
の
実
施
区
域
な
ど
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。

◆ 

調
査
区
域　

甲
子
町
第
1
地
割（
大

橋
）
、
橋
野
町
第
3
・
4
・
10
・

12
・
16
・
17
地
割

◆ 

実
施
時
期　

7
〜
11
月
こ
ろ
ま
で

◆ 

調
査
面
積　

17
・
83
平
方
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

来
年
度
以
降
の
調
査
地
域

　

平
成
22
年
度
か
ら
の
現
行
10
カ
年

計
画
で
は
、
後
期
計
画
と
な
る
同
27

地
籍
調
査
の
取
り
組
み

お
知
ら
せ
し
ま
す

　市では、昭和57年度から国土調査（地籍
調査）を行っています。地籍調査とは、国土
調査法に基づく3つの「国土調査」のうちの
一つで、一筆（土地登記簿上の一区画）ごと
の土地の所有者、地番、地目を調査し、境界
の確認と面積測量を行うものです。「地籍」
とは、いわば土地に関する戸籍であり、地籍
調査の成果として地籍図と地籍簿が作成さ
れ、登記簿の記載修正や地図の更新、固定資
産税算出の基礎情報などに活用されます。今
月号では、市の地籍調査の概要や取り組み状
況などについてお知らせします。

年
度
以
降
の
調
査
区
域
に
つ
い
て
、

大
字
平
田（
25
年
度
以
降
）、
橋
野
町

（
27
年
度
以
降
）、
唐
丹
町（
27
年
度

以
降
）な
ど
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、

三
陸
縦
貫
自
動
車
道
釡
石
中
央
イ
ン

タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の
整
備
や
東
日
本
大

震
災
の
復
旧
・
復
興
事
業
、
お
よ
び

橋
野
鉄
鉱
山
世
界
遺
産
登
録
推
進
へ

の
取
り
組
み
を
優
先
す
る
た
め
、
当

初
の
計
画
と
差
異
が
生
じ
て
い
ま

す
。
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
な
が

ら
、
10
カ
年
計
画
の
中
間
年
と
な
る

本
年
度
に
後
期
計
画
の
見
直
し
作
業

を
行
い
、
27
年
度
以
降
の
調
査
地
域

に
つ
い
て
、
本
年
度
末
ま
で
に
公
表

す
る
予
定
で
す
。

未
調
査
地
域
の
皆
さ
ん
へ
お
願
い

　

未
調
査
地
域
の
地
籍
調
査
実
施
ま

で
に
、
時
間
が
か
か
る
こ
と
が
想

定
さ
れ
ま
す
。
お
待
ち
い
た
だ
く
間

に
、
土
地
所
有
者
の
皆
さ
ん
は
、
家

族
で
土
地
境
界
の
確
認
を
済
ま
せ
て

お
く
こ
と
に
つ
い
て
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

測量基準点の調査の様子
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調査実施地域での説明会のようす

　

な
お
、
測
量
に
土
地
所
有
者
の
立

ち
会
い
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
が
、
測

量
業
者
が
対
象
土
地
に
立
ち
入
り
ま

す
の
で
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

5
　
地
籍
調
査
の
結
果
を
確
認

 

（
閲
覧
）

　

測
量
に
基
づ
く
地
籍
図
案
、
一
筆

地
調
査
の
内
容
を
取
り
ま
と
め
た
地

籍
簿
案
（
登
記
簿
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容

が
記
載
さ
れ
た
書
類
）
を
作
成
し
、

土
地
所
有
者
の
皆
さ
ん
に
閲
覧
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。
地
籍
調
査
の
結
果

に
誤
り
が
な
い
か
確
認
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。

6
　
地
籍
測
量
の
成
果
を

　
登
記
所
へ
送
付

　

地
籍
図
案
と
地
籍
簿
案
に
誤
り
が

な
い
場
合
は
、
市
が
県
の
認
証
手
続

を
経
て
法
務
局
に
送
付
し
ま
す
。
法

務
局
に
送
付
さ
れ
た
地
籍
図
案
と
地

籍
簿
案
は
、
登
記
官
に
よ
り
修
正
登

記
（
訂
正
・
更
正
・
錯
誤
）
さ
れ
、

国
土
調
査
成
果
が
登
記
に
反
映
さ
れ

ま
す
。

国土調査でできること
●合筆
　隣接する土地で、字、現況地目、所
有者（名義・住所）が同一の場合は、
一筆にまとめることができます。ただ
し、所有権以外の権利（抵当権など）
が設定されている場合はできないこと
もあります。
●分筆
　一筆の土地の中に地目が異なった部
分がある、もしくは管理上はっきりし
た区分けがある場合、二筆以上に分け
ることができます。
●地目変更
　登記簿の地目と現況の地目が異な
り、農地法などほかの法律に抵触しな
い場合は、現況に合わせて地目変更し
ます。

国土調査でできないこと
●所有権の取扱い
　所有権の移転（交換、相続登記な
ど）に関することはできません。贈与
や売買などで所有権が変わっているの
に、移転登記がされていない、登記簿
上の所有者が既に亡くなっている…、
こうした場合は、早めに手続きを済ま
せてください。

登記完了のお知らせ
　国土調査の成果による登記が完了した
場合は、広報などでお知らせします。個別
に土地所有者の皆さんへの通知は行い
ません。

問い合わせ
市国土調査推進室（内線308・309）

調
査
に
ご
協
力
を

　
調
査
員
は
細
心
の
注
意
を
払
い
、

土
地
を
正
確
に
調
査
し
ま
す
。
国
土

調
査
に
は
土
地
所
有
者
（
土
地
管
理

者
）
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
が
必
要
で

す
。
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆ 

皆
さ
ん
の
費
用
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん

　

一
筆
地
調
査
事
業
の
経
費
と
し
て
、

調
査
地
域
の
皆
さ
ん
に
負
担
を
求
め
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆ 

調
査
期
間
中
に
境
界
が
確
定
で
き
な

か
っ
た
場
合
（
筆
界
未
定
）

　

隣
接
す
る
土
地
所
有
者
が
一
筆
地
調

査
に
出
席
し
な
い
、
土
地
所
有
者
同
士

が
示
す
境
界
に
ズ
レ
が
あ
る
…
な
ど
で

境
界
が
確
定
し
な
か
っ
た
場
合
は
境
界

杭
を
設
置
で
き
な
い
た
め
、
地
籍
図
に

境
界
線
が
入
り
ま
せ
ん
。
こ
の
場
合
、

土
地
所
有
者
同
士
が
必
要
に
応
じ
、
自

費
で
地
籍
図
の
訂
正
、
登
記
簿
の
更
正

を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

1
　
地
籍
調
査
の
実
施
計
画
を

　
つ
く
る

　

市
が
、
関
係
機
関
と
調
整
し
な
が

ら
、
住
民
の
要
望
を
踏
ま
え
、
い

つ
、
ど
の
地
域
を
調
査
す
る
か
な
ど

の
計
画
を
つ
く
り
ま
す
。

2
　
調
査
実
施
地
域
で
の

　
説
明
会

　

地
籍
調
査
を
行
う
地
域
の
方
々
を

対
象
に
、
調
査
内
容
や
必
要
性
、
日

程
、
作
業
実
施
者
な
ど
に
つ
い
て
の

説
明
会
を
開
き
ま
す
。

3
　
土
地
の
境
界
を
確
認

⑴ 

一
筆
地
調
査
（
現
地
調
査
）

　

土
地
の
現
在
の
状
況
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
、
一
筆
ご
と
の
土
地
に
つ

い
て
、
現
地
で
そ
の
土
地
の
所
有

者
、
地
番
、
地
目
、
土
地
の
境
界
を

調
査
し
、
筆
界
標
示
杭
（
境
界
杭
）

を
土
地
所
有
者
の
皆
さ
ん
に
設
置
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

土
地
の
境
界
は
、
隣
接
す
る
土
地

所
有
者
同
士
で
な
け
れ
ば
分
か
ら
な

い
た
め
、
土
地
所
有
者
（
土
地
管
理

者
）
か
ら
示
さ
れ
た
土
地
の
境
界
、

境
界
点
を
調
査
員
が
確
認
し
ま
す
。

現
地
調
査
日
ま
で
に
、
隣
接
の
土
地

所
有
者
と
土
地
の
境
界
を
確
認
し
て

お
く
と
ス
ム
ー
ズ
に
調
査
で
き
ま

す
。
ま
た
、
境
界
の
確
認
や
そ
の
後

の
測
量
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
、

土
地
の
境
界
に
物
が
置
い
て
あ
る
場

合
は
事
前
に
片
付
け
て
お
く
よ
う
ご

配
慮
願
い
ま
す
。

⑵ 

境
界
杭
の
管
理

　

一
筆
地
調
査
（
現
地
調
査
）
で
設

置
さ
れ
た
境
界
標
示
杭
（
境
界
杭
）

は
、
隣
接
す
る
土
地
所
有
者
同
士
で

管
理
し
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
紛

失
し
な
い
よ
う
ご
注
意
願
い
ま
す
。

⑶ 

現
地
立
ち
会
い
の
委
任

  

（
代
理
出
席
）

　

現
地
立
ち
会
い
に
、
土
地
所
有
者

ま
た
は
相
続
人
が
出
席
で
き
な
い
場

合
は
、
代
理
人
が
出
席
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。
そ
の
場
合
は
、
出
席
で

き
な
い
人
全
員
の
委
任
状
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
な
お
、
都
合
に
よ
り
や

む
を
得
ず
欠
席
と
な
る
場
合
は
、
お

早
め
に
市
ま
た
は
調
査
受
託
業
者
へ

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

4
　
確
認
し
た
境
界
の
測
量

 

（
地
籍
測
量
）

　

設
置
し
た
境
界
杭
に
つ
い
て
、
現

地
調
査
終
了
後
に
測
量
を
行
い
ま

す
。
そ
の
結
果
を
基
に
、
正
確
な
地

図
（
地
籍
図
）
を
作
る
と
と
も
に
、

各
筆
の
面
積
を
計
算
し
ま
す
。

地籍調査は市が主体となって行うもので、一筆地調査は次のような流れとなっています。

地籍調査の流れ
ご存知ですか
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